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基本手当
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一般被保険者が失業した場合において、離職の日以前２年間に被保険者期間が１２月以上ある場合

には（倒産、解雇等による離職者（以下「特定受給資格者」という。）などは、離職の日以前１年間に被保険者期

間が６月以上ある場合にも）、公共職業安定所で失業認定を行った上で基本手当が支給される。

支給額は日額及び日数として定められ、基本手当日額は離職前賃金の原則50～80%、所定給付日
数は、特定受給資格者は90日～330日、特定受給資格者以外の者は原則90日～150日である。

現行の基本手当の概要

基本手当及び基本手当に係る令和３年度末までの暫定措置等について

雇止め等により離職した者の所定給付日数の拡充等（令和２年度影響額：120億円（推計値））
○ 雇止め等により離職した者については、通常は、一般の離職者と同じ給付日数（90～150日）

であるところ、暫定的に、特定受給資格者と同じ給付日数（90～330日）に拡充する。
※ 上記に該当する者は、特定受給資格者と同様、再就職手当を受給した後新たな受給資格を取得することなく再び離職した

場合に、受給期間を一定期間延長する措置の対象にもなる。

地域延長給付（令和２年度実績：0.4億円）
○ 雇用情勢が悪い地域に居住し、かつ、重点的に再就職の支援が必要であると公共職業安定所長

が認めた特定受給資格者などに対し、通常の90～330日の所定給付日数に加え、原則として給付
日数を60日間を延長する。

コロナ特例延長給付（令和２年度実績：1,167億円）
○ 新型コロナウイルス感染症の影響等により離職した者に対し、通常の90～330日の所定給付日

数に加え、原則として給付日数を60日間を延長する。
※ 緊急事態宣言期間と離職日の状況に応じて、対象者を変更。

令和３年度末までの暫定措置等の概要



④ 特定受給資格者・特定理由離職者・一般受給資格者の比較

※１ 就職困難者（障害者等）については、上表にかかわらず所定給付日数は150日～360日（その他の要件は、上表の各類型による）

※２ 令和２年５月１日から厚生労働大臣が定める日までの間、①本人の職場で新型コロナウイルス感染症の感染者が発生したこと、

②本人または同居の親族が基礎疾患を有すること、③妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、新型コロナウイルス感

染症の感染予防等の観点からやむを得ず離職した場合には特定受給資格者と扱われる

機密性○機密性○
一般求職者給付（基本手当等）

2,500 円

類型 概要
受給に必要な
被保険者期間

所定給付日数 給付制限期間

特定受給
資格者

倒産・解雇等の理由により再
就職の準備をする時間的余
裕なく離職を余儀なくされた
者

１年以内に６か月 ９０日～３３０日
（一般よりも手厚い）

なし

特定理由
離職者
（特定受給資
格者に該当
する者を除く）

期間の定めのある労働契約
が、更新を希望したにもかか
わらず更新されなかったこと
により離職した者

１年以内に６か月

９０日～３３０日
（一般よりも手厚い）

※令和４年３月３１日まで
の暫定措置 なし

その他やむを得ない理由に
より離職した者

９０日～１５０日
（一般と同じ）

一般受給
資格者

上記以外の者 ２年以内に１２か月 ９０日～１５０日
２か月
※５年以内に２回を超える
場合は３か月
※災害時は１か月に短縮
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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について

※１ 特定受給資格者：倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされた者
※２ 特定理由離職者：①期間の定めのある労働契約が、更新を希望したにもかかわらず更新されなかったことにより離職した者

②転居、婚姻等による自己都合離職者
※３ お住まいの地域を発令地域として指定する公示がされた日において受給資格者の方が対象です。
※４ 就職困難者の方は、当初から所定給付日数が長いため、対象となりません。
※５ 特例延長給付を受けている方が再度特例延長給付を受けることはできません。
※６ 上記①～③に対応する期間は、お住まいの都道府県が緊急事態宣言の対象地域となっていた期間（複数回の緊急事態宣言
で対象となっていた場合は最新の緊急事態宣言の対象地域となっていた期間をいう。）の始期と終期により判断されるため、都道府
県毎に異なります。

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき、雇用保険の基本手当の給付

日数の延長に関する特例が設けられました。

対象となる方

延長される日数 60日（一部30日※）

離職日に応じて以下に該当し、法施行日（令和２年６月12日）以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる方が対象。

離職日 対象者

① 緊急事態宣言発令以前 離職理由を問わない（全受給者）

② 緊急事態宣言発令期間中 特定受給資格者※１及び特定理由離職者※２

③ 緊急事態宣言解除後
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた
特定受給資格者及び特定理由離職者（雇止めの場合に限る）

※35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方
45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方 4



離職前２年で12か月以上
の被保険者期間

（基本手当を受給
するために必要）

離職 起業 廃業 就職活動

原則の受給期間
（１年間）

起業から廃業の期間は受給期間
の進行を停止（最大３年間）

基本手当の給付日数
（計90日～330日）
※受給期間の範囲内

持ち越し

持ち越し

○ 就業形態が多様化する状況に鑑み、雇用保険の基本手当受給資格者が事業を開始した場合に、一定期間、

廃業後の求職活動を支えることができる仕組みを設けることについてどのように考えるか。

○ 具体的には、例えば、妊娠、出産、育児等により求職活動ができない期間がある場合に設けられている
「受給期間延長」の仕組みにならい、基本手当の受給資格者が事業を開始した場合に、事業を行っていた
期間について、基本手当の受給期間を最大３年間進行させない仕組みが考えられる。

事業を開始した者に対する基本手当の受給権の確保について

＜イメージ図＞

※参考：開業せず

就職活動する場合

（受給期間延長なし）

○一部受給後に起業し、

残日数を持ち越し

○離職後すぐ起業し、給

付日数を全て持ち越し

廃業リスクへの備え

（給付日数を廃業後に持ち越し）
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求職者支援訓練の受講指示対象への追加について

（※１）訓練終了までの間、所定給付日数を超えて基本手当を支給（最長２年間）

（※２）受講手当（日額500円、上限20,000円）及び通所手当（月額上限42,500円）

 雇用保険基本手当受給資格者が、公共職業安定所長が指示する公共職業訓練等を受講する場合、訓練延長給付（※１）及び技能習得

手当（※２）を受給することが可能。

 一方、現行制度上、求職者支援訓練は公共職業安定所長の受講指示の対象とされていないため、受給資格者が求職者支援訓練を自

主的に受講しても、基本手当は支給されるものの、訓練延長給付や技能習得手当は受給できない。

制度の現状

（参考２）法令上の「公共職業訓練等」の範囲

① 国、地方公共団体、JEEDが設置する公共職業能力開発施設の行う訓練
（民間教育訓練機関等に委託して実施されるものを含む）

② 雇用保険二事業（能力開発事業）として実施する職場適応訓練及び介護労働講習

③ 障害者雇用促進法に規定する適応訓練

④ 高年齢者雇用安定法の規定により策定された計画に準拠した訓練

⑤ 船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練等

（参考１）令和２年度求職者支援訓練受講者（23,734人）のうち

Ⅰ 基本手当受給期間と訓練受講期間が重なる者（技能習得手当の対象となり得る）
8,344人

Ⅱ Ⅰのうち訓練期間が所定給付日数の支給終了日を超える者（訓練延長給付の対象と
なり得る）

4,928人

6

公共職業安定所長の受講指示の対象に求職者支援訓練を追加することにより、基本手当受給資格者が求職者

支援訓練を受講する場合についても、訓練延長給付及び技能習得手当の支給を可能とすることについてどの

ように考えるか。



教育訓練給付



専門実践教育訓練給付（2014年10月制度開始）
＜特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練受講を対象＞

特定一般教育訓練給付（2019年10月制度開始）

＜特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資す
る教育訓練受講を対象＞

一般教育訓練給付（1998年12月制度開始）

＜左記以外の雇用の安定・就職の促進に資する
教育訓練受講を対象＞

給付
内容

○ 受講費用の50％（上限年間40万円）を６か月ごとに支給。
○ 訓練修了後１年以内に、資格取得等し、就職等した場合には、

受講費用の20％（上限年間16万円）を追加支給。

○ 受講費用の40％（上限20万円）を受講修
了後に支給。

○ 受講費用の20％（上限10万円）を受
講修了後に支給。

支給
要件

＋ 雇用保険の被保険者期間３年以上
（初回の場合は２年以上）

＋雇用保険の被保険者期間３年以上
（初回の場合は１年以上）

＋ 雇用保険の被保険者期間３年以上
（初回の場合は１年以上）

対象講
座数

2,584講座（2021年10月時点） 484講座（2021年10月時点） 11,177講座（2021年10月時点）

受給
者数

29,404人（2020年度実績）／100,846人（制度開始～2020年度）
※いずれも初回受給者数。

1,647人（2020年度実績） 89,011人（2020年度実績）

対象講
座指定
要件
（講座
の内容
に関す
る主な
もの）

次の①～⑦の類型のいずれかに該当し、かつ類型ごとの講座レベル
要件 を満たすものを指定。（【】内は講座期間・時間要件）

① 業務独占資格又は名称独占資格に係るいわゆる養成施設の課程

（看護師・準看護師、社会福祉士の養成課程等）
【原則１年以上３年以内で、かつ取得に必要な最短期間（法令上の最短期間が４年の管理栄養士の課程及

び法令上の最短期間が３年の養成課程であって定時制により訓練期間が４年となるものを含む※５）】

② 専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成促進プログラム※５

（商業実務、経理・簿記等）【２年（キャリア形成促進プログラムは120時間以上２年未満）】

③ 専門職大学院（MBA等）【２年以内（資格取得につながるものは、３年以内で取得に必要な最短期間）】

④ 大学等の職業実践力育成プログラム（子育て女性のリカレント課程等）※１

【正規課程：１年以上２年以内、特別の課程：時間が120時間以上かつ期間が２年以内】

⑤ 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程

（ITSSレベル３以上、情報処理安全確保支援士等）※２
【時間が120時間以上（ITSSレベル相当４以上のものに限り30時間以上※３）かつ期間が２年以内】

⑥ 第四次産業革命スキル習得講座（AI、IoT等）※４【時間が30時間以上かつ期間が2年以内】

⑦ 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程※５

【専門職大学・学科：4年、専門職短期大学・学科：３年以内】

次の①～③の類型のいずれかに該当し、かつ類型ご
との講座レベル要件 を満たすものを指定。

① 業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格
に係るいわゆる養成施設の課程又はこれらの資
格の取得を訓練目標とする課程

（介護職員初任者研修、生活援助従事者研修、特定行為研修等を含む）
※ 専門実践教育訓練の①に該当するものを除く。

② 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取
得を目標とする課程

（ITSSレベル２以上（120時間未満のITSSレベル3を含む））
※ 専門実践教育訓練の⑤に該当するものを除く。

③ 短時間の職業実践力育成プログラム及びキャリ
ア形成促進プログラム

※ 専門実践教育訓練の②・④に該当するものを除く。

※ 趣味的・教養的な教育訓練、入門的・基礎的な水準の教育
訓練、職業能力を評価するものとして社会一般に認知されて
いない免許資格・検定に係る教育訓練は、対象外。

※ 講座時間・期間要件は原則として以下のとおり。
・ 通学制：期間が１か月以上１年以内であり、かつ時間が

50時間以上
・ 通信制：３か月以上１年以内

次の①又は②の類型のいずれかに該当する教
育訓練を指定。

① 公的職業資格又は修士若しくは博士の学
位等の取得を訓練目標とするもの

② ①に準じ、訓練目標が明確であり、訓練
効果の客観的な測定が可能なもの（民間
職業資格の取得を訓練目標とするもの
等）

※ 趣味的・教養的な教育訓練、入門的・基礎的な水
準の教育訓練、職業能力を評価するものとして社
会一般に認知されていない免許資格・検定に係る
教育訓練は、対象外。

※ 講座時間・期間要件は原則として以下のとおり。

・ 通学制：期間が１か月以上１年以内であり、かつ
時間が50 時間以上

・ 通信制：３か月以上１年以内

※在職者又は離職後１年以内（妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で教育訓練給付の対象期間が延長された場合は最大20年以内）の者

労働者が、主体的に厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合に、その費用の一部を「教育訓練給付」として雇用保険により支給。

教 育 訓 練 給 付 の 概 要 2021年9月作成

指定講座例

○ 輸送・機械運転関係（大型自動車、建設機械運転等）
○ 医療・社会福祉・保健衛生関係（同行援助従事者研修等）
○ 専門的サービス関係 （社会保険労務士、税理士等）
○ 情報関係（プログラミング、CAD、ウェブデザイン等）
○ 事務関係 （簿記、英語検定等）
○ 営業・販売・サービス関係（宅地建物取引主任者等）
○ 技術関係 （建築施工管理技士検定、電気主任技術者等）
○ 製造関係 （技能検定等）
○ その他 （大学院修士課程等）

受験率、合格率及び就職・在職率の実績が一定以上

就職・在職率の実績が一定以上

就職・在職率、認証評価結果、定員充足率等の実績が一定以上

就職・在職率（正規課程にあっては、就職・在職率及び定員充足率）の実績が一定以上

受験率、合格率及び就職・在職率の実績が一定以上

就職・在職率の実績が一定以上

※１：2016年４月から適用 ※２：2016年10月から適用 ※３: 2017年10月から適用
※４：2018年４月から適用 ※５：2019年４月から適用

就職・在職率、認証評価結果、定員充足率等の実績が一定以上

受験率、合格率及び就職・在職率の実績が一定以上

受験率、合格率及び就職・在職率の実績が一定以上

就職・在職率の実績が一定以上
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在職者又は離職後１年以内（妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で教育訓練給付の対象期間が延長された場合は最大20年以内）の者が、
厚生労働大臣の指定する専門的・実践的な教育訓練（専門実践教育訓練）を受ける場合に、訓練費用の一定割合を支給

専門実践教育訓練給付等の概要

○ 受講費用の５０％（上限年間４０万円）を６か月ごとに支給
○ 訓練修了後１年以内に、資格取得等し、就職等した場合には、受講費用の20％（上限年間16万円）を追加支給

専門実践教育訓練給付金の概要

専門実践教育訓練（通信制・夜間制を除く）を受講し、修了する見込みのある45歳未満の若年離職者に対して、訓練期間中の受講支援と
して、基本手当日額の８０％を訓練受講中に２か月ごとに支給するもの（令和3年度末までの暫定措置）
※受講開始日前に教育訓練給付金を受給していないことを要する

教育訓練支援給付金の概要

指定講座数：2,584講座（令和３年10月１日時点） ※以下①～⑦は当該講座数の内訳専門実践教育訓練の指定講座について

＜給付の内容＞

○ 雇用保険の被保険者期間３年以上（初回の場合は２年以上）を有する者

＜支給要件＞

○ 労働者が費用負担し、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を雇用保険
により給付する制度について、平成26年10月に「専門実践教育訓練給付金」及び「教育訓練支援給付
金」を創設し、中長期的なキャリアアップを支援

①業務独占資格また
は名称独占資格の取
得を訓練目標とする
養成課程

講座数：1,579講座
例）介護福祉士、看護師 等

②専修学校の職
業実践専門課程
およびキャリア形成
促進プログラム

講座数：690講座
例）商業実務、衛生関
係 等

④大学等の職業
実践力育成プログ
ラム

講座数：136講座
例）特別の課程（保健）

特別の課程（社会

科学・社会） 等

➂専門職学位課
程

講座数：91講座

例）教職大学院、

法科大学院 等

➄一定レベル以上
の情報通信技術に
関する資格取得を
目標とする課程

講座数：3講座
例）情報処理安全確保

支援士 等

➅第四次産業革
命スキル習得講座

講座数：85講座
例）ＡＩ、データサイエン
ス、セキュリティ 等

⑦専門職大学、
専門職短期大
学、専門職学
科の課程

講座数：0講座

9



求職者支援制度



● 求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方が、月10万円の生活支援の給付金（職業訓練受講給付金）

を受給しながら無料の職業訓練を受講し、再就職、転職、スキルアップを目指す制度

● 雇用保険と生活保護の間をつなぐ第２のセーフティネットとして、離職して収入がない者を主な対象

としているが、収入が一定額以下の場合は、在職中に給付金を受給しながら、訓練を受講できる

● 支給要件を満たさず給付金を受給できない場合であっても、無料の職業訓練を受講できる

〇 概要

〇 コロナ禍で講じている制度の活用を進める特例措置（令和４年３月31日までの時限措置）

給付金の
本人収入要件

月８万円以下 → シフト制で働く方などは月12万円以下

※ シフト制で働く方などが働きながら訓練を受講しやすくする

給付金の
世帯収入要件

月25万円以下 → 月40万円以下

※ 配偶者や親と同居している非正規雇用労働者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講しやすくする

給付金の
出 席 要 件

病気などの証明できるやむを得ない理由の欠席を訓練実施日の２割まで認める

→ 理由によらず欠席を訓練実施日の２割まで認める

※ 子供のぐずりなどの証明できない理由で訓練を欠席せざるを得ない育児中の女性などが、訓練を受講しやすくする

※ 病気や仕事などのやむを得ない理由の欠席は給付金を減額せずに支給し、それ以外の欠席は給付金を日割りで減額

訓 練 対 象 者
再就職や転職を目指す者 → 転職せずに働きながらスキルアップを目指す者を加える

※ 働きながら訓練を受講して正社員転換などを目指す非正規雇用労働者の方などの訓練受講を推進する

訓 練 基 準

訓練期間：２か月から６か月 → ２週間から６か月

訓練時間：月100時間以上 → 月60時間以上

※ 働きながら受講しやすく短い期間、時間の訓練コースを設定する。併せてオンライン訓練の設定を促進する

③求職者支援制度について

予定

予定

予定

※ 予定の項目は経済対策で導入するもの。令和3年度補正予算の成立後に施行予定 11



雇用調整助成金・休業支援金等



労働保険特別会計（雇用勘定）

一般会計

 雇用保険制度の安定的な財政運営を確保するため、臨時特例法で以下の措置を講じている。（いずれも令和２年度及び令和３年度）

育児休業
給付資金

積立金
（失業給付）

雇用安定資金

③ ④① ②

雇用保険被
保険者以外

【週20時間
未満等】

大企業

雇用調整助成金
（休業手当を支払った企業向け助成）

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
（休業手当を受け取っていない労働者への直接給付）

休業手当に対する
助成率4/5

（解雇等を行っていない
場合9/10→10/10）

中小企業

同上 同上

【臨時特例法】
一般会計（繰入）

雇用保険二事業（雇用安定事業）

雇用保険被
保険者

【週20時間
以上】

同上

休業前賃金の80％
※休業実績に応じて支給

上限9,900円／日→11,000円／日

休業手当に対する
助成率2/3→4/5
（解雇等を行っていない
場合3/4→10/10）

中小企業

上限8,265円／日

上限13,500円／日→15,000円／日

 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律（以下「臨時特例法」という。）では、
雇用調整助成金、新型コロナ対応休業支援金に要する経費のうち、中小企業分の8,265円※を超える部分には一般会計から繰
り入れることとなっている。

① 求職者給付等に要する経費について、経済情勢の変化や雇用勘定の財政状況を
踏まえ、一般会計から繰り入れることができる。

② 新型コロナ対応休業支援金、雇用調整助成金等に要する費用の一部として、
一般会計から繰り入れる。

③ 育児休業給付に要する経費を、積立金から借り入れることができる。

④ 雇用安定事業に要する経費を、積立金から借り入れることができる。

休業前賃金の80％
(R2.4~6は60%)
※休業実績に応じて支
給
※シフト労働者等に限定

同上

大企業

緊急雇用安定助成金 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金

※ 赤字は緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県の知事による、基本的対処方針に沿った要請
を受けて、インフル特措法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主（休業支援金の場合はその労働者）が対象

また、雇用調整助成金では、特に業況が厳しい（生産指標が最近３か月の月平均値で前年又は前々年同期比30％以上減少）全国の事業
主も対象

･･･特別会計

･･･一般会計

雇用調整助成金等と一般会計との関係（R3.8時点）

※～R2.7.31: 8,330円、R2.8.1～R3.7.31：8,370円
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雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(注)

雇用調整助成金等 休業支援金等

（※１）緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」と
いう）において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針
に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。

（※２）令和３年12月までは、生産指標が最近３か月の月平均で前年又は前々年同期比30％以上減少の全国
の事業主。令和４年１月～３月は、生産指標が最近３か月の月平均で前年、前々年又は３年前同期比
30%以上減少の全国の事業主。
なお、令和３年12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和４年１月１日以降に判定基礎期間
の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認する。

（※３）【令和３年12月まで】原則的な措置では、令和２年１月２４日以降の解雇等の有無で適用する助成率を
判断。地域・業況特例では、令和３年１月８日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。

【令和４年１月から】原則的な措置、地域・業況特例のいずれについても、令和３年１月８日以降の解雇
等の有無で適用する助成率を判断。

（※４）大企業はシフト制労働者等のみ対象。
（※５）休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ（左記※１）。

なお、上限額については月単位での適用とする。
（例：５月10日から５月24日までまん延防止等重点措置

→５月１日から６月30日（解除月の翌月末）までの休業が地域特例の対象）
（※６）雇用保険の基本手当の日額上限（8,265円）との均衡を考慮して設定。
(注)政府としての方針であり、施行にあたっては、厚生労働省令等の改正が必要。

令和３年
５月～12月

令和４年

１・２月

令和４年

３月

中
小
企
業

原則的な措置
4/5（9/10）

13,500円

4/5（9/10）

11,000円

4/5（9/10）

9,000円

地域特例（※１）
業況特例（※２）

4/5（10/10）

15,000円

4/5（10/10）

15,000円

4/5（10/10）

15,000円

大
企
業

原則的な措置
2/3（3/4）

13,500円

2/3（3/4）

11,000円

2/3（3/4）

9,000円

地域特例（※１）
業況特例（※２）

4/5（10/10）

15,000円

4/5（10/10）

15,000円

4/5（10/10）

15,000円

（括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合）（※３）

令和３年
５月～12月

令和４年

１月～３月

中
小
企
業

原則的な措置
８割

9,900円

８割

8,265円

（※６）

地域特例（※５）
８割

11,000円

８割

11,000円

大
企
業
（※

４
）

原則的な措置
８割

9,900円

８割

8,265円

（※６）

地域特例（※５）
８割

11,000円

８割

11,000円
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緊急事態宣言に伴う新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の対応

通常時 新型コロナウイルス感染症特例措置
（令和３年４月30日まで）

新型コロナウイルス感染症特例措置
（令和３年５月１日～12月31日まで）

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくさ
れた事業主

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 同左

生産指標要件：３か月10％以上低下 生産指標要件を緩和：１か月５％以上低下 同左

被保険者が対象 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象 同左

休業の助成率：２／３(中小) １／２(大企業)

休業の助成率 中小：４／５（10/10）
大企業：２／３（３／４）

※地域特例（注１）、業況特例（注２）の対象
大企業：４／５（10/10）

休業の助成率 中小：４／５（９/10）
大企業：２／３（３／４）

※地域特例（注３）、業況特例（注４）の対象
中小・大企業４／５（10/10）

休業・教育訓練の助成額の上限額は8,265円 休業・教育訓練の助成額の上限額 15,000円
休業・教育訓練の助成額の上限額 13,500円
※地域特例（注３）、業況特例（注４）の対象

上限額 15,000円

計画届は事前提出 計画届の提出 撤廃 同左

1年のクーリング期間が必要 クーリング期間 撤廃 同左

６か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件 撤廃 同左

支給限度日数 １年100日、３年150日 同左＋上記対象期間（別枠扱い） 同左

短時間一斉休業のみ
休業規模要件：1/20(中小) 1/15(大企業)

短時間休業要件 緩和（一斉でなくても可）

休業規模要件：１／40(中小) １／30(大企業)
同左

残業相殺 残業相殺 停止 同左

教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練
助成率：2／3(中小) １／２(大企業)

加算額：1,200円

教育訓練の助成率 中小：４／５（10/10）
大企業：２／３（３／４）

※地域特例（注１）、業況特例（注２）の対象
大企業：４／５（10/10）

加算額：2,400円(中小) 1,800円(大企業)

教育訓練の助成率 中小：４／５（９/10）
大企業：２／３（３／４）

※地域特例（注３）、業況特例（注４）の対象
中小・大企業４／５（10/10）

加算額：2,400円(中小) 1,800円(大企業)

出向期間要件：３か月以上１年以内 出向期間要件：１か月以上１年以内 同左

※助成率における（）は、事業主が解雇等を行っていない場合の助成率。
（注１）緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事による、特措法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて特措法施行令第

11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主（大企業のみ）。
（注２）特に業況が厳しい（生産指標が最近３か月の月平均値で前年又は前々年同期比30％以上減少）全国の大企業。
（注３）緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事による、特措法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて特措法施行令第

11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主（各区域における緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用）
（注４）特に業況が厳しい（生産指標が最近３か月の月平均値で前年又は前々年同期比30％以上減少）全国の企業。

（参考）リーマンショック時の特例措置の主な内容 ※雇用保険被保険者のみ対象
・助成率：中小企業8/10（解雇等なし9/10）、大企業2/3（解雇等なし3/4）
・上限額：雇用保険の基本手当日額の最高額（現在8,265円）

● 令和２年度予算額 (第３次補正まで) ： 雇用調整助成金 2兆7,849億円 緊急雇用安定助成金 2,482億円〔合計 3兆331億円〕
● 令和３年度予算額（令和２年度繰越額含む）： 雇用調整助成金 1兆2,693億円 緊急雇用安定助成金 1,591億円〔合計 1兆4,283億円〕

（実績）・支給申請件数（ 11/26) 5,300,172件
・支給決定件数（ 11/26) 5,219,999件
・支給決定金額（ 11/26) 4兆9,414億円
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金（概要）

概要

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることが
できなかった方に対し、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、
⑴令和２年10月１日から令和３年12月31日までに事業主が休業させた中小企業の労働者
⑵令和２年４月１日から令和２年６月30日まで及び令和３年１月８日（令和２年11月７日以降に時短要請を発令した都道府県はそれぞれの要請の始期以降）から

令和３年12月31日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金（休業手当）の支払いを受けることができなかった労働者(※)

※ 雇用保険被保険者ではない方も対象

主な内容

１ 対象者

２ 支援金額の算定方法

休業前の１日当たり平均賃金 × 80％※1 ×（各月の休業期間の日数 ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数）

① １日当たり支給額（9,900円※2（令和３年4月までは11,000円）が上限） ② 休業実績

※1 ⑵のうち、令和２年４月１日から６月30日までの休業については60％

※2 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて

営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条

に定める施設（飲食店等）の労働者については、令和３年５月１日～令和３年

12月31日の期間において11,000円。

３ 申請期限

※中小企業の労働者が令和２年４月～９月に休業した場合であっても、
・令和２年10月30日に公表したリーフレットの対象者は、令和３年12月31日(金)までに、
・既申請分の支給（不支給）決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限
切れとなる方は、支給（不支給）決定が行われた日から１か月以内に、
申請があれば、制度を知った時期にかかわらず受付可能。

４ 問合せ先

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター：0120-221-276（受付時間 月～金 8:30～20:00／土日祝 8:30～17:15）

・１日８時間から３時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合
でも、１日４時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となる。

・週５回から週３回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となる。
（就労した日は休業実績から除く。）

休業した期間 申請期限（郵送の場合は必着）

令和２年10月～令和３年９月 令和３年12月31日（金）

令和３年10月～11月 令和４年２月28日（月）

令和３年12月 令和４年３月31日（木）

〇中小企業の労働者 〇大企業の労働者

休業した期間 申請期限（郵送の場合は必着）

令和２年４月～６月
令和３年12月31日（金）

令和３年１月８日～９月(※)

令和３年10月～11月 令和４年２月28日（月）

令和３年12月 令和４年３月31日（木）

※令和２年11月７日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの
要請の始期以降の休業も含みます。
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